






（2） 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役全員との間で、会社法第427条

第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、当社の取締役及び監査役と
して職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項が定める最低責任
限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。

（3） 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

（注）1．上記金額には、当事業年度における役員賞与引当金繰入額（取締役197百万円）を含んで
おります。

2．上記金額には、社外役員の報酬等の額を含んでおります。

区分 支給人数 報酬等の額 摘要

取締役 12  名 1,016  百万円 取締役の報酬限度額は年額1,400百万円であります。
（2016年6月29日開催の第122期定時株主総会で決議）

監査役 5  名 127  百万円 監査役の報酬限度額は年額180百万円であります。
（2007年6月28日開催の第113期定時株主総会で決議）

計 17  名 1,143  百万円
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（4） 社外役員の状況

① 社外役員の重要な兼職の状況と当社との関係
　 前記「（1）取締役及び監査役の状況」に記載のとおりであります。

② 社外役員の主な活動状況
区分 氏名 主な活動状況

社外取締役 塚 田　忠 夫
当期開催の取締役会11回すべてに出席し、必要に応じ、
主に学識経験者としての高い見識と幅広い経験から発言
を行っております。

社外取締役 宮 島　　 司
当期開催の取締役会11回すべてに出席し、必要に応じ、
主に学者としての法律的知識と幅広い経験から発言を
行っております。

社外監査役 池 田　眞 一
当期開催の取締役会11回すべてに、また、監査役会17回
すべてに出席し、必要に応じ、主に他社での業務経験を
活かし、発言を行っております。

社外監査役 松 浦　　 恂
当期開催の取締役会11回すべてに、また、監査役会17回
すべてに出席し、必要に応じ、主に弁護士としての専門的
見地から発言を行っております。

社外監査役 野 村　晋 右
当期開催の取締役会11回すべてに、また、監査役会17回
すべてに出席し、必要に応じ、主に弁護士としての専門的
見地から発言を行っております。

③ 当事業年度に係る社外役員の報酬等の額
支給人数 報酬等の額

社外役員の報酬等の額 5  名 111  百万円
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4. 会計監査人に関する事項

（1） 会計監査人の名称　　　明治アーク監査法人

（2） 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

報酬等の額 96 百万円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 218 百万円

（注）1．当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取
を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の
算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等について会社から提出された報酬案に同意
しました。

2．公認会計士法第2条第1項の業務（監査証明業務）に係る報酬等の額であり、当社と会計監査人
との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬
の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金額にはこれらの合計額を記載
しております。

3．当社の連結子会社のうち、株式会社インテリジェント ウェイブ、DNP田村プラスチック株式
会社及び海外子会社は、当社の会計監査人以外の監査法人（外国におけるこれらの資格に相当
するものを含む）の監査を受けております。

（3） 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社監査役会は、会計監査人の監査体制、独立性、監査品質、品質管理、監査業務の執行状況

等を総合的に判断し、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、会社法第344条に
基づき会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、当社取締役会は、当該決定
に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

また、当社監査役会は、会社法第340条に基づき会計監査人を解任することができるものとし、
この場合、当社監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計
監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

以　上
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（単位：百万円）

科　目 金　額 科　目 金　額
資産の部 負債の部
流動資産 799,753 流動負債 438,548

現金及び預金 242,781 支払手形及び買掛金 248,993
受取手形及び売掛金 354,241 短期借入金 44,794
商品及び製品 82,697 一年内返済長期借入金 4,292
仕掛品 31,672 未払法人税等 10,042
原材料及び貯蔵品 23,178 賞与引当金 17,128
繰延税金資産 19,713 補修対策引当金 29,580
その他 47,159 その他 83,716
貸倒引当金 △1,690

固定資産 1,010,745 固定負債 269,399
有形固定資産 474,397 社債 108,600
建物及び構築物 199,310 長期借入金 10,127
機械装置及び運搬具 80,702 補修対策引当金 7,543
土地 151,521 退職給付に係る負債 35,216
建設仮勘定 7,160 繰延税金負債 80,717
その他 35,703 その他 27,193

無形固定資産 32,853 負債合計 707,948
のれん 4,241 純資産の部
ソフトウェア 26,686 株主資本 877,797
その他 1,925 資本金 114,464

投資その他の資産 503,493 資本剰余金 144,264
投資有価証券 401,414 利益剰余金 681,976
退職給付に係る資産 67,838 自己株式 △ 62,908
繰延税金資産 6,934 その他の包括利益累計額 175,803
その他 30,938 その他有価証券評価差額金 168,155
貸倒引当金 △ 3,632 繰延ヘッジ損益 △ 3

為替換算調整勘定 1,410
退職給付に係る調整累計額 6,241

非支配株主持分 48,950
純資産合計 1,102,550

資産合計 1,810,498 負債・純資産合計 1,810,498

連結貸借対照表
（2018年3月31日現在）
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（単位：百万円）

科　目 金　額
売上高 1,412,251
売上原価 1,131,662
売上総利益 280,589

販売費及び一般管理費 234,217
営業利益 46,372

営業外収益
受取利息 406
受取配当金 5,433
持分法による投資利益 3,007
その他 4,977 13,825

営業外費用
支払利息 2,212
為替差損 1,416
寄付金 1,214
その他 4,382 9,226
経常利益 50,971

特別利益
固定資産売却益 13,022
投資有価証券売却益 44,964
その他 1,326 59,312

特別損失
固定資産売却損 416
固定資産除却損 3,253
減損損失 5,952
補修対策引当金繰入額 53,500
その他 1,765 64,887
税金等調整前当期純利益 45,396
法人税、住民税及び事業税 15,738
法人税等調整額 187 15,925
当期純利益 29,470
非支配株主に帰属する当期純利益 1,969
親会社株主に帰属する当期純利益 27,501

連結損益計算書
（2017年4月1日から2018年3月31日まで）
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（単位：百万円）

連結株主資本等変動計算書
（2017年4月1日から2018年3月31日まで）

株 主 資 本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 114,464 144,280 695,720 △ 69,636 884,829
当期変動額
剰余金の配当 △ 19,510 △ 19,510
親会社株主に帰属する
当期純利益 27,501 27,501

連結範囲の変動 30 30
非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動 △ 15 △ 15

自己株式の取得 △ 15,037 △ 15,037
自己株式の処分 △ 0 1 0
自己株式の消却 △21,763 21,763 ─
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） ─

当期変動額合計 ─ △ 15 △ 13,743 6,727 △ 7,031
当期末残高 114,464 144,264 681,976 △ 62,908 877,797

その他の包括利益累計額
非支配

株主持分
純資産
合計

その他
有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ

損益
為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整
累計額

その他の
包括利益

累計額合計

当期首残高 149,574 △ 2 △ 2,219 1,683 149,035 47,422 1,081,286
当期変動額
剰余金の配当 △ 19,510
親会社株主に帰属する
当期純利益 27,501

連結範囲の変動 30
非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動 △ 15

自己株式の取得 △ 15,037
自己株式の処分 0
自己株式の消却 ─
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 18,580 △ 1 3,630 4,558 26,767 1,528 28,296

当期変動額合計 18,580 △ 1 3,630 4,558 26,767 1,528 21,264
当期末残高 168,155 △ 3 1,410 6,241 175,803 48,950 1,102,550

招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

44



貸借対照表
（2018年3月31日現在）

科　目 金　額 科　目 金　額
資産の部 負債の部
流動資産 514,798 流動負債 511,730

現金及び預金 147,626 支払手形 11,771
受取手形 49,183 買掛金 209,154
売掛金 247,016 リース債務 436
有価証券 14,600 未払金 37,614
商品及び製品 3,610 未払費用 16,526
仕掛品 10,467 前受金 3,937
原材料及び貯蔵品 1,396 預り金 194,277
前払費用 1,966 賞与引当金 7,521
繰延税金資産 13,586 役員賞与引当金 197
その他の流動資産 26,657 補修対策引当金 29,580
貸倒引当金 △1,313 設備関係支払手形 713

固定資産 932,275 固定負債 197,646
有形固定資産 351,454 社債 100,000
建物 151,814 リース債務 972
構築物 6,235 資産除去債務 986
機械装置 48,341 長期未払金 5,834
車両運搬具 134 退職給付引当金 9,234
工具器具備品 10,322 補修対策引当金 7,543
土地 129,924 環境対策引当金 367
リース資産 1,199 繰延税金負債 72,504
建設仮勘定 3,481 その他の固定負債 201

無形固定資産 22,940 負債合計 709,376
特許権 82 純資産の部
借地権 1,037 株主資本 572,331
ソフトウェア 21,379 資本金 114,464
その他の無形固定資産 441 資本剰余金 144,898

投資その他の資産 557,880 資本準備金 144,898
投資有価証券 340,204 利益剰余金 375,823
関係会社株式 151,956 利益準備金 23,300
関係会社出資金 3,270 その他利益剰余金 352,522
関係会社長期貸付金 2,150 特別償却準備金 0
長期前払費用 2,882 固定資産圧縮積立金 23
前払年金費用 51,292 別途積立金 282,780
その他の投資その他の資産 15,446 繰越利益剰余金 69,719
貸倒引当金 △9,323 自己株式 △ 62,854

評価・換算差額等 165,365
その他有価証券評価差額金 165,365

純資産合計 737,696
資産合計 1,447,073 負債・純資産合計 1,447,073

（単位：百万円）

計算書類 招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

45



損益計算書
（2017年4月1日から2018年3月31日まで）

（単位：百万円）

科　目 金　額
売上高 990,750
売上原価 863,888
売上総利益 126,862

販売費及び一般管理費 129,776
営業損失 △ 2,914

営業外収益
受取利息 177
受取配当金 26,616
設備賃貸料 28,469
その他の営業外収益 2,803 58,066

営業外費用
支払利息 1,533
賃貸設備減価償却費 19,888
その他の営業外費用 7,308 28,730
経常利益 26,422

特別利益
固定資産売却益 11,964
投資有価証券売却益 44,775  
関係会社株式売却益 1,128  
関係会社清算益 384 58,251

特別損失
固定資産売却損及び除却損 3,076
減損損失 3,951
補修対策引当金繰入額 53,500
その他の特別損失 3,685 64,213
税引前当期純利益 20,460

法人税、住民税及び事業税 1,320
法人税等調整額 787 2,107
当期純利益 18,353
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（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益

剰余金
合計

特別償却
準備金

固定資産
圧縮

積立金
別途

積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 114,464 144,898 144,898 23,300 0 25 332,780 43,659 399,765 △ 69,581 589,546
当期変動額

特別償却準備金の取崩 △ 0 0 ─ ─
固定資産圧縮積立金の取崩 △ 2 2 ─ ─
別途積立金の取崩 △ 50,000 50,000 ─ ─
剰余金の配当 △ 19,510 △ 19,510 △ 19,510
当期純利益 18,353 18,353 18,353
自己株式の取得 ─ △ 15,037 △ 15,037
自己株式の処分 △ 0 △ 0 1 0
自己株式の消却 △ 21,763 △ 21,763 21,763 ─
会社分割による減少 △ 1,021 △ 1,021 △ 1,021
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） ─

当期変動額合計 ─ ─ ─ ─ △0 △ 2 △ 50,000 26,059 △ 23,942 6,727 △ 17,215
当期末残高 114,464 144,898 144,898 23,300 0 23 282,780 69,719 375,823 △ 62,854 572,331

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金
評価・換算差額等

合計
当期首残高 147,664 147,664 737,211
当期変動額

特別償却準備金の取崩 ─
固定資産圧縮積立金の取崩 ─
別途積立金の取崩 ─
剰余金の配当 △ 19,510
当期純利益 18,353
自己株式の取得 △ 15,037
自己株式の処分 0
自己株式の消却 ─
会社分割による減少 △   1,021
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 17,700 17,700 17,700

当期変動額合計 17,700 17,700 485
当期末残高 165,365 165,365 737,696

株主資本等変動計算書
（2017年4月1日から2018年3月31日まで）
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監査報告書

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
2018年5月8日

大日本印刷株式会社
取締役会　御　中

明治アーク監査法人
指定社員
業務執行社員	 公認会計士	 二階堂　博　文	印
指定社員
業務執行社員	 公認会計士	 米　倉　礼　二	印
指定社員
業務執行社員	 公認会計士	 小　貫　泰　志	印

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、大日本印刷株式会社の2017年
4月1日から2018年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結

計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正
妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、
監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
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監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部
統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成
と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針
及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結
計算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して

いる。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、大日本印刷株式会社及び連結子会社からなる企業集団の
当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。

強調事項
会計上の見積りの変更に関する注記に記載されているとおり、会社は当連結会計年度

において、一部の製品に生じた不具合に係る補修対策引当金の見積り方法について変更
を行っている。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。
� 以　上
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会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
2018年5月8日

大日本印刷株式会社
取締役会　御　中

明治アーク監査法人
指定社員
業務執行社員	 公認会計士	 二階堂　博　文	印
指定社員
業務執行社員	 公認会計士	 米　倉　礼　二	印
指定社員
業務執行社員	 公認会計士	 小　貫　泰　志	印

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、大日本印刷株式会社の
2017年4月1日から2018年3月31日までの第124期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正
又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示
するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類

及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査
法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
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保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を

入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬
による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示
を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して

いる。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間
の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

強調事項
会計上の見積りの変更に関する注記に記載されているとおり、会社は当事業年度に

おいて、一部の製品に生じた不具合に係る補修対策引当金の見積り方法について変更を
行っている。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。
� 以　上
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監査役会の監査報告書謄本

監査報告書
当監査役会は、2017年4月1日から2018年3月31日までの第124期事業年度の取締役の職務の執行

に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり
報告いたします。

1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
1） 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について

報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。

2） 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、
取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備
に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要
な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、
子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社か
ら事業の報告を受け、また、その本社及び主要な事業所を訪問し、状況を把握しました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容
及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び
使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明
を求め、意見を表明いたしました。なお、金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制
については、取締役等及び明治アーク監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③　事業報告に記載されている「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に
関する基本方針」及び「会社の支配に関する基本方針の実現のための取組み」については、
取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告及び「職務の遂行が
適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則131条各号に掲げる事項）を
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「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに
連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）
について検討いたしました。

2．監査の結果
1） 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

④　事業報告に記載されている「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に
関する基本方針」については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されて
いる「会社の支配に関する基本方針の実現のための取組み」は、当該基本方針に沿った
ものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位
の維持を目的とするものではないと認めます。

2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人明治アーク監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

3） 連結計算書類の監査結果
会計監査人明治アーク監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2018年5月10日
大日本印刷株式会社　監査役会
常勤監査役 田　中　和　成  印
常勤監査役 星　野　尚　樹  印
常勤社外監査役 池　田　眞　一  印
社外監査役 松　浦　　　恂  印
社外監査役 野　村　晋　右  印

以　上
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株主総会会場（DNP市谷左内町ビル）ご案内図

防　衛　省

靖 国 通 り

曙橋
大日本印刷案内標大日本印刷案内標

至 

飯
田
橋

至 四ツ谷

牛込三中
文

［ Ｊ　Ｒ ］
総武線「市ケ谷駅」より徒歩10分

［ 東京メトロ ］
有楽町線「市ケ谷駅」より徒歩8分
南北線「市ケ谷駅」より徒歩8分
東西線「神楽坂駅」より徒歩16分

［ 都営バス ］
「納戸町停留所」より徒歩5分

［ 都営地下鉄 ］
都営新宿線「市ケ谷駅」より徒歩10分
都営大江戸線「牛込柳町駅」より徒歩15分
　　　　　　「牛込神楽坂駅」より徒歩11分

DNP市谷
左内町ビル
DNP市谷
左内町ビル

都営バス・納戸町都営バス・納戸町

DNP市谷
田町ビル
DNP市谷
田町ビル

都営大江戸線
牛込神楽坂駅
 （A1出口）

都営大江戸線
牛込神楽坂駅
 （A1出口）

都営大江戸線
牛込柳町駅
 （東口）

都営大江戸線
牛込柳町駅
 （東口）

東西線
神楽坂駅
 （早稲田駅寄り改札・２番出口）

東西線
神楽坂駅
 （早稲田駅寄り改札・２番出口）

有楽町線・南北線
市ケ谷駅
 （飯田橋駅寄り改札・6番出口）

有楽町線・南北線
市ケ谷駅
 （飯田橋駅寄り改札・6番出口）

DNP市谷
加賀町ビル
DNP市谷
加賀町ビル

都営新宿線
市ケ谷駅
 （曙橋駅寄り改札・A1出口）

都営新宿線
市ケ谷駅
 （曙橋駅寄り改札・A1出口）JRJR

入口入口

市ケ
谷駅

交  通

DNP市谷
鷹匠町ビル
DNP市谷
鷹匠町ビル

※大日本印刷案内標のある通りよりお越しください。※大日本印刷案内標のある通りよりお越しください。

牛込北町牛込北町

市谷仲之町市谷仲之町

駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。
公共交通機関をご利用ください。

市谷柳町市谷柳町

外
堀
通
り

マクドナルド


